
施設・事業所等運営全般
（全サービス共通）

熊本県 障がい者支援課



Ⅰ 施設・事業所等の運営に関する確認事項について

１ 概 要
熊本県指定の施設・事業所等における利用者への適切なサービスの提供を確保するため、指定基準等を満たした施設・事業所等の運営

が行われているか確認します。

対象：障害者支援施設、障害福祉サービス事業所、障害児入所施設、障害児通所支援事業所

２ 指定基準・確認事項

項 目 内 容 確認文書等

基 本 方 針
一 般 原 則

・利用者の意思、人格を尊重した利用者の立場に立ったサービスの提供
・利用者の意向、適正、障がいの特性その他の事情を踏まえたサービスの提供
（意向確認、自己決定の尊重、意思決定支援、支援内容・手続きの説明・同意）

運営規程 重要事項説明書 契約書
アセスメント記録 個別支援計画書
支援記録 モニタリング記録

人 員 配 置 ・勤務体制（常勤・非常勤、専従・兼務等）
・基準に基づく従業者配置（職種、員数、資格要件・実務経験年数）
・定員の遵守（営業日毎の受入人数の管理と必要な人員の配置）

組織図 勤務シフト表 業務日誌
資格・実務経験証明書 研修修了証
契約者名簿、利用実績一覧表

各 種 計 画 ・安全確保対策（自然災害・地震、火災、感染症・食中毒等）、避難訓練
・事故防止（交通事故を含む）対策 ・安全計画（障害児関係）

非常災害計画・業務継続計画(BCP)
指針・マニュアル等 訓練実施記録

各種委員会 ・虐待防止委員会、身体拘束適正化委員会、感染対策委員会 指針・マニュアル等 委員会議事録

研 修 ・従業者の質の向上を図るための計画的な研修実施 研修計画 研修の記録 研修資料等

利用者対応 ・事故報告（感染症を含む） ・苦情受付窓口、虐待相談窓口の設置 事故報告書 苦情・相談対応記録

○ 障害者総合支援法・施行規則・施行令、児童福祉法・施行規則・施行令
○ 人員、設備及び運営の基準等に関する府省令、報酬告示、解釈通知、Ｑ＆Ａ集（厚生労働省、こども家庭庁）
○ 人員、設備及び運営の基準等に関する条例（熊本県）

※赤字は運営指導で特に重要視した項目です（以下同じ）
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◆ 意思決定支援の流れ



意思決定支援の基本的考え方
～だれもが「私の人生の主人公は、私」～
〈厚生労働省ＨＰ〉 障害福祉・介護 意思決定支援に関係するガイドライン等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202622_00026.html

ご本人らしい生き方にたどり着く 意思決定支援のために
〈厚生労働省ＨＰ〉
成年後見人等のみなさまへ 意思決定支援について総合的に学ぼう
https://guardianship.mhlw.go.jp/guardian/awareness/

★ 参考資料

知ろう・使おう・楽しもう
障害者総合支援法のサービスを利用したい人へ
〈厚生労働省ＨＰ〉障害福祉サービス等 障害者総合支援法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index_00001.html
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管 理 者 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者

運営規程の制定、法令・基準等改正に基づく改正 利用者（保護者）に対するアセスメント

従業者の勤務体制の確保 個別支援計画の作成・更新（６か月ごと）

従業者の勤退・業務の一元的管理（業務日誌） 個別支援計画の利用者への説明・交付、同意（日付・署名等）

利用定員の遵守 個別支援計画策定会議（担当者会議）の運営（利用者の参加）

虐待防止、身体拘束禁止（責任者） 虐待防止、身体拘束禁止（担当者）

非常災害対策、感染症対策、衛生管理 サービス提供プロセスの管理、管理者への報告

提供するサービスの質の評価と改善 利用者（保護者）との面談、モニタリング

介護給付費の報告・請求等（市町村・利用者） 計画の更新（変更の有無にかかわらず）、相談事業所への提供

利用者負担額の受領・管理 サービス提供記録（利用者ごとの支援記録等）の管理

記録・帳簿類の整備、保存・管理 サービス提供職員に対する技術的指導・助言

事故、急病、災害等緊急時の対応（指揮命令） サービス担当者会議（相談事業所主催）への参加

利用者からの苦情・相談対応（責任者） 利用者からの苦情・相談窓口（担当者）

地域との連携 関係機関（相談、就労、学校、保育所、医療等）との連携・調整

《参考》管理者およびサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の主な業務内容例



Ⅱ 虐待の防止、身体拘束等の禁止について

虐待防止委員会 身体拘束適正化委員会

ア 虐待が発生した場合の報告様式の整備 ア 報告様式の整備

イ 発生記録の事例集計、分析 イ 発生記録の事例集計、分析

ウ 発生の原因、結果等のとりまとめ再発防止策の検討 ウ 未然防止の観点からの支援状況の確認

エ 労働環境の確認様式の作成・集計・分析 エ 解除のための方策の検討（期間の短縮、廃止）

オ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知 オ 事例及び分析結果を従業者に周知

カ 再発防止策の効果検証 カ 解除へ向けた方策の効果検証

運営基準 内 容

指針
マニュアル

・事業所の虐待防止・身体拘束禁止に関する基本的考え方、組織体系、研修方針、従業者への周知方法
・発生時の具体的な対応事項、役割分担、虐待事案の通報のための対応フロー等

委員会 ・委員会の定期的開催（少なくとも年１回以上）、議事録の整備、従業者への周知

研修
（虐待・身体拘束・権利
擁護・合理的配慮等）

・事業所内研修の定期的実施（採用後は速やかに）
・研修の記録（日時、講師、参加者、概要等 ＊全員受講できるよう配慮すること）、資料の保存
・外部研修会への派遣・事業所内報告会 ・学識者・実務経験者等の招へい（講話・グループワーク等）

担当者の配置 虐待防止に関する取組を実行する担当者（サビ管・児発管等）の配置

※虐待防止委員会と身体拘束適正化委員会は、法人単位での設置、両委員会の一体的な設置・運営も可



要 件 内 容

①切  迫  性 ○ 利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行う ことが必要か否かを確認する。

②非代替性 ○ 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
身体拘束を行わずに支援する全ての方法の可能性を検討し、利用者等の生命又は身体を保護するという
観点から、他に代替手法が存在しないことを複数職員で確認する。

③一  時  性 ○ 身体拘束その他の行動制限が一時的であること
本人の状態像等に応じて必要とされる、最も短い拘束時間を想定する。

１ やむを得ず身体拘束を行う場合の３要件

２ 手続き

手 順 内 容

組 織 に よ る 決 定 ○ 個別支援会議等において組織として慎重に検討・決定  （管理者、サビ管・児発管、虐待防止担当者等の参加）
身体拘束の原因となる状況の分析や廃止に向けた取組方針、目標とする廃止時期等を会議により決定する。

個別支援計画への
記 載

○ 個別支援計画に身体拘束の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を記載
利用者個々人のニーズに応じた個別の支援を検討することが重要

本人・家族への説明 ○ 利用者本人や家族への書面による説明・同意

行政への相談・報告 ○ 市町村の障害者虐待防止センター等、行政への相談・報告
行動制限・身体拘束も含めた支援についての理解を得る。

必要な事項の記録 ○ 身体拘束を行った場合は必要な事項を記録
（態様、時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由等）

解除へ向けた検討 ○ 身体拘束を行わない支援方法の検討 （時間の短縮、他の支援方法等）



【身体拘束適正化措置未実施減算】
次の基準を満たしていない場合に、減算する。
①身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他
必要な事項を記録すること

②身体拘束等の適正化のための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
  ③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること
  ④従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

《減算の取扱い》
    施設・居住系サービス…所定単位数の１０％減算
    訪問・通所系サービス…所定単位数の１％減算

【虐待防止措置未実施減算】
次の基準を満たしていない場合に減算する
①虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
②従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的（に実施する
③上記措置を適切に実施するための担当者を置く

《減算の取扱い》
      所定単位数の１％減算

Ⅲ 減算項目について①



【業務継続計画未策定減算】
感染症又は非常災害のいずれか（または両方）の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算
①業務継続計画を策定していない ②当該業務継続計画に従い必要な措置（研修と訓練）を講じていない

《減算の取扱い》
施設・居住系サービス 所定単位数の３％減算
訪問・通所系サービス 所定単位数の１％減算

《令和６年度末で終了になっている経過措置》
・「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」「非常災害に関する具体的計画」を策定している場合
・「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないサービス(※１)

※１ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童
発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援

【情報公表未報告減算】
障害福祉サービス等情報公表システム（ＷＡＭネット）上、次の事項が未報告となっている事業所に対する減算

    既存事業所  『基本情報』『運営情報』
新規事業所 『基本情報』

 
《減算の取扱い》
 施設・居住系サービス 所定単位数の１０％減算

   訪問・通所系サービス 所定単位数の５％減算

Ⅲ 減算項目について②



【支援プログラム未公表減算】
支援プログラム（５領域を含む総合的な支援内容との関連性を明確にした事業所全体の支援計画）の策定、公表が適切に行われ

ていない場合に減算する。
《減算の取扱い》

算定される単位数 所定単位数の１５％減算

【自己評価結果等未公表減算】
指定通所基準等の規定に基づき、年１回以上、事業所による自己評価及び利用する障害児の保護者による評価を行う

とともに、その結果等を公表することが適切に行われていない場合に減算する。
対象 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援
《減算の取扱い》

算定される単位数 所定単位数の１５％減算 

Ⅲ 減算項目について③



臨時報酬改定について



大臣折衝事項（抄）（令和７年12月24日）

1

４．障害福祉サービス等報酬改定

障害福祉サービス等報酬については、介護報酬と同様に、「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえ、令和９年度障害福

祉サービス等報酬改定を待たずに、期中改定を実施する。具体的には、介護分野の処遇改善の対応状況も踏まえ、介護分野との収支

差率や賃上げの状況の違い等、障害福祉分野における総費用額の伸び等も勘案しつつ、政府経済見通し等を踏まえた障害福祉分野の

職員の処遇改善、障害福祉サービス等事業者の生産性向上や協働化の促進のため、以下の措置を講じる。なお、これらの措置による

改定率は＋1.84％（国費＋313億円（令和８年度予算額への影響額））となる。

 ・ 福祉・介護職員のみならず、障害福祉従事者を対象に、幅広く月1.0万円（3.3％）の賃上げを実現する措置を実施する。

 ・ 生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員を対象に、月0.3万円（1.0％）の上乗せを措置する。

※ 合計で、福祉・介護職員について、最大月1.9万円（6.3％）の賃上げ（定期昇給0.6万円込み）が実現する措置。

 ・ 上記の措置を実施するため、今回から、処遇改善加算の対象について、福祉・介護職員のみから、障害福祉従事者に拡大する

とともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算を設ける。また、これまで処遇改善加算の対象外だった、

計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援について、新たに処遇改善加算を設ける。さらに、ベースアップなどによる更な

る賃上げや生産性向上等の取組を後押しするために必要な措置を講ずる。

・ 訪問系サービスにかかる国庫負担基準については、改定内容を踏まえて所要の措置を実施する。

  あわせて、障害福祉サービス等の総費用額が急激に伸びている状況や営利法人を中心とする新規参入の増加も一因として障害福祉

人材の確保が一層厳しくなっている状況も踏まえつつ、利用者に提供されるサービスの質の確保・向上を図りながら制度の持続可能

性を確保する観点から、「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」における議論を踏まえ、緊急的な所要の見直しを実施する。

なお、令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に向けては、福祉・介護分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保を図る必

要があるとの認識のもと、令和７年度から運用を開始した障害福祉サービス等事業者の経営情報データベースや「障害福祉サービス

等経営実態調査」等において、令和６年度改定、令和８年度改定及び令和７年度補正予算で措置した施策や物価や賃金の上昇等が障

害福祉サービス事業者の経営状況等に与えた影響について把握する。同時に、利用者数が増加する中で、利用者の特性やニーズの多

様化を適切に把握した上で、制度の持続可能性を確保するとともにサービスの質の確保・向上を図る観点から所要の措置を講じるほ

か、障害福祉分野の処遇改善において、介護分野と比べてベースアップの割合が低いことも踏まえた対応を行うことを検討する。



１（１）処遇改善加算の拡充①

加算Ⅱイ

②上乗せ

加算Ⅲ
加算Ⅳ

加算Ⅰロ
（新設） 加算Ⅱロ

（新設）
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Ⅴ

令和８年度特例要件
を満たし加算Ⅰロ・Ⅱロへ

令和８年度特例要件を満たし加算Ⅱロへ
※キャリアパス要件Ⅰ～Ⅳ及び職場環境等
要件の令和８年度中の対応の誓約でも可。
実績報告書において対応の実施を確認。

要件（※）を
満たし加算Ⅱイへ

※キャリアパス要件Ⅳ・職
場環境等要件の更なる取組

加算Ⅰイ

②上乗せ

取得なしキャリアパス要
件等の要件

OR

OR

現行の処遇改善加算の対象サービス

新たに処遇改善加算の対象となるサービス
（計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援）

③処遇改善加算を新設

取得なし

令和８年度特例要件

処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件
（キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件）

※令和８年度中の対応の誓約でも可。実績
報告書において対応の実施を確認。

OR
加

算

率

①引上げ分

①引上げ分

①引上げ分

①引上げ分
加

算

率

○ 福祉・介護職員のみならず、障害福祉従事者を対象に、幅広く月1.0万円（3.3％）の賃上げを実現する措置を実施するととも
に、生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員を対象に、月0.3万円（1.0％）の上乗せ措置を実施する。 
※ 合計で、福祉・介護職員について最大月1.9万円（6.3％）の賃上げ（定期昇給0.6万円込み）が実現する措置

○ 具体的には以下の措置を講じる（併せて申請事務負担等を考慮した配慮措置を講じる）。【告示改正・令和８年６月施行 】
① 今回から、処遇改善加算の対象について、福祉・介護職員のみから障害福祉従事者に拡大する（加算率の引上げ）
② 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける（加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ）
③ 処遇改善加算の対象外だった計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援に処遇改善加算を新設する

 ④ ベースアップなどによる更なる賃上げや生産性向上等の取組を後押しするために必要な措置を講ずる。

注）令和８年度特例要件
：ア・イのいずれか及びウを満たすこと

 ア）職場環境等要件の生産性向上に関する取組を５以上
（⑱㉑必須）

 イ）社会福祉連携推進法人に所属していること
 ウ）加算Ⅱロ相当の加算額の１／２以上を月給賃金で配分
（※）ア・ウの要件は令和８年度中の対応の誓約で可。

実績報告書において対応の実施を確認。

概要
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単位数

※ 福祉・介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に上記の加算率を乗じる。
加算率は、サービス毎の常勤換算職員数に基づき設定。

１（１）処遇改善加算の拡充②

サービス区分
福祉・介護職員等処遇改善加算

Ⅰ Ⅱ
Ⅲ Ⅳ

Ⅰイ Ⅰロ Ⅱイ Ⅱロ

居宅介護 44.6% 45.6% 43.1% 44.1% 37.6% 30.2%

重度訪問介護 37.2% 38.2% 35.7% 36.7% 30.2% 24.8%

同行援護 44.6% 45.6% 43.1% 44.1% 37.6% 30.2%

行動援護 41.1% 42.1% 39.6% 40.6% 34.1% 27.7%

重度障害者等包括支援 25.2% 26.2% 19.1% 16.7%

生活介護 9.3% 9.7% 9.2% 9.6% 7.9% 6.7%

施設入所支援 18.6% 19.3% 16.5% 14.2%

短期入所 18.6% 19.3% 16.5% 14.2%

療養介護 16.4% 17.1% 16.2% 16.9% 14.3% 12.6%

自立訓練（機能訓練） 16.4% 17.1% 16.0% 16.7% 12.4% 10.6%

自立訓練（生活訓練） 16.4% 17.1% 16.0% 16.7% 12.4% 10.6%

就労選択支援 11.5% 11.9% 11.3% 11.7% 9.8% 8.1%

就労移行支援 11.5% 11.9% 11.3% 11.7% 9.8% 8.1%

就労継続支援Ａ型 10.8% 11.2% 10.6% 11.0% 9.1% 7.5%

就労継続支援Ｂ型 10.5% 10.9% 10.3% 10.7% 8.8% 7.4%

サービス区分
福祉・介護職員等処遇改善加算

Ⅰ Ⅱ
Ⅲ Ⅳ

Ⅰイ Ⅰロ Ⅱイ Ⅱロ

就労定着支援 11.5% 11.9% 9.8% 8.1%

自立生活援助 11.5% 11.9% 11.3% 11.7% 9.8% 8.1%

共同生活援助
（介護サービス包括型 ）

16.3% 16.9% 16.0% 16.6% 14.4% 12.1%

共同生活援助
（日中サービス支援型）

16.3% 16.9% 16.0% 16.6% 14.4% 12.1%

共同生活援助
（外部サービス利用型）

22.7% 23.3% 22.4% 23.0% 20.8% 16.8%

児童発達支援 15.2% 15.8% 14.9% 15.5% 13.9% 11.7%

医療型児童発達支援 19.7% 20.3% 19.4% 20.0% 18.4% 15.0%

放課後等デイサービス 15.5% 16.1% 15.2% 15.8% 14.2% 11.9%

居宅訪問型児童発達支援 15.0% 15.6% 13.9% 11.7%

保育所等訪問支援 15.0% 15.6% 13.9% 11.7%

福祉型障害児入所施設 30.5% 32.0% 30.1% 31.6% 26.2% 23.5%

医療型障害児入所施設 28.5% 30.0% 28.1% 29.6% 24.2% 22.1%

サービス区分 福祉・介護職員等処遇改善加算（新設）

計画相談支援 5.1%

地域相談支援（地域移行支援） 5.1%

地域相談支援（地域定着支援） 5.1%

障害児相談支援 5.1%
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未取得 加算Ⅳ 加算Ⅲ 加算Ⅱ 加算Ⅰ

・賃金体系等の整備及び研修の実施等（キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ）

・加算Ⅳ相当額の２分の１以上を月額賃金で配分

職場環境の改善
（職場環境等要件） ○（※１） ○（※１） ◎（※２・３） ◎（※２・３）

昇給の仕組み
（キャリアパス要件Ⅲ） ○ ○ ○

改善後賃金年額460万円
（キャリアパス要件Ⅳ） ○（※３） ○（※３）

経験・技能のある介護職員
（キャリアパス要件Ⅴ） ○

加算 I・Ⅱを取得した
事業者の福祉・介護職員分の

加算率を上乗せ

キャリアパス要件Ⅰ～Ⅳ及び職場環境等要件は
令和８年度中の対応の誓約で可

令和８年度特例要件

注）新たに対象となる計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援は、加算Ⅳに準ずる要件（キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件）
又は令和８年度特例要件により算定可能 ※加算Ⅳに準ずる要件は令和８年度中の対応の誓約で可

（※１）a.区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上） ＋ b.全体から８以上（＊）
（※２）c.区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上・⑱必須） ＋ d.全体から14以上（＊）
（※３）d 又は e.キャリアパス要件Ⅳ （＊）のいずれかを満たしていれば可
（※４）令和８年度特例要件：ア・イのいずれか及びウを満たすこと

ア）職場環境等要件の生産性向上に関する取組を５つ以上（⑱㉑必須）（＊）
イ）社会福祉連携推進法人に所属していること
ウ）加算Ⅱロ相当の加算額の２分の１以上を月給賃金で配分（＊）

（＊）b・d・e・ア・ウの要件は令和８年度中の対応の誓約で可とし、実績報告書により確認することとしたうえで、未対応が確認された場合には加算額
の一部又は全部を返還させることとする。

生産性向上や協働化の取組（※４）

算定要件等

１（１）処遇改善加算の拡充③
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（参考）職場環境等要件（令和８年度）

・ 福祉・介護職員等処遇改善加算 Ⅲ・Ⅳ ：以下の区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上） ＋ 全体から８

・ 福祉・介護職員等処遇改善加算 Ⅰ・Ⅱ ：以下の区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上うち⑱は必須） ＋ 全体から14

区分 具体的内容

入職促進に
向けた取組

①法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築（採用の実績でも可）
④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施

資質の向上や
キャリアアップ
に向けた支援

⑤働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の生涯研
修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等

⑥研修の受講やキャリア段位制度等と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入
⑦エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等の導入
⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多様
な働き方の推進

⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標（例えば、１週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●％以上を取
得）を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけ等に取り組んでいる

⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り組んでいる
⑬障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮

腰痛を含む
心身の健康管理

⑭業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
⑮短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
⑯福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の
研修等の実施

⑰事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上のた
めの業務改善の
取組

⑱現場の課題の見える化（課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等）を実施している
⑲５Ｓ活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの）等の実践による職場環境の整備を行っている
⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
㉑業務支援ソフト（記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。）、情報端末（タブレット端末、スマートフォン端末等）の導入
㉒介護ロボット（見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等）又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資する
ＩＣＴ機器（ビジネスチャットツール含む）の導入

㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ
捨て等の業務については、間接支援業務に従事する者の配置や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う

㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うＩＣＴインフラの整備、人事管理シス
テムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施

やりがい・働き
がいの醸成

㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
㉖地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進のための、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
㉗利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
㉘支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

※加算Ⅰ・Ⅱにおいては、情報公表システム等で職場環境等要件の各項目ごとの具体的な取組内容の公表を求める。 5



○ 就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能となる年間の就職者数は、当該事業所の定員数を上限とする。

○ また、同一事業所だけではなく、他の事業所において過去３年間で算定実績がある利用者について、ハラスメントなどや
むを得ない事情で退職した者など市町村長が適当と認める者を除き、算定不可であることを明確化する。

※ 令和９年度報酬改定に向けて、就労移行支援体制加算のあり方については改めて議論

算定要件等

２（１）就労移行支援体制加算の見直し

○ 就労継続支援Ａ型等においては、一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を
評価するため、前年度の就職者数に応じた加算を設定している（就労移行支援体制加算）。

○ この加算について、同一の利用者についてA型事業所と一般企業の間で複数回離転職を繰り返し、その都度
加算を取得するという、本来の制度趣旨と異なる形で算定する事業者の報道があるところ。

○ 本来の制度趣旨に沿った運用が行われるよう、就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能となる年間の就
職者数に上限（定員数まで）を設定するなど、適正化を行う。 【告示改正・令和８年４月施行 】

概要 【生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型】

（参考）就労移行支援体制加算

・一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を評価する加算

・前年度において、就労継続支援Ａ型等を受けた後に一般就労へ移行し、６月以上就労継続している者が１名以上いる場合、評価点
に応じた所定単位数にその前年度実績の人数及び利用者数を乗じた単位数を加算

・この実績の人数については、原則として、同一の利用者につき過去３年間で算定実績がある場合は算定不可（都道府県知事又は市
町村長が適当と認める者に限る）としている（R6報酬改定）
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○ 基本報酬区分の基準額をそれぞれ３千円引き上げる。
※ 基準額の引き上げ幅は、平均工賃月額の上昇幅（約６千円）の１／２である３千円に留める

○ 併せて、下記の配慮措置を講じる。
・令和６年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外とする。
・今回の見直しにより区分が下がる事業所について、基本報酬の減少額が３％程度に収まるよう、中間的な区分を新設
する。
・令和６年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準については引き上げず、据え置く。

算定要件等

２（２）就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し

○ 平均工賃月額の算定方式の見直しにより、平均工賃月額が約６千円上昇し、想定以上に高い報酬区分の事業所の割合
が増加したことに対応し、基本報酬区分の基準の見直しを行う。 【告示改正・令和８年６月施行】

概要 【就労継続支援Ｂ型】

【新算定式】

※ 上記算定式の導入に伴い、現行算定方式における除外要件は廃止

（参考）平均工賃月額の算定方法の見直し（令和６年度報酬改定）
障害特性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入

【見直し後】【見直し前】

○ 前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
ア 前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出
イ 前年度に支払った工賃総額を算出
ウ 工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ア)により１人当たり平均工賃月額を算出
※ただし、障害基礎年金１級受給者が半数以上いる場合は、算出した平均工賃月額
に２千円を加えた額を報酬算定時の平均工賃月額とする。

年間工賃支払総額 ÷（年間延べ利用者数÷年間開所日数）÷ 12月
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 ○ 対象サービス
就労継続支援Ｂ型、共同生活援助（介護サービス包括型・日中サービス支援型）、児童発達支援、放課後等デイサービス

※ 年間総費用額全体に占める割合が１％以上で、令和６年度の収支差率が５％以上あるサービスのうち、事業所の伸び率が過去３年間５％

以上の伸びを続けているサービス

 ○ 対象事業所
令和８年６月１日以降に新規指定された事業所（既存事業所については従前どおり）

※ 指定権者においては、基準等の要件を満たす事業所を適切に指定する観点から、通常の事前相談・審査スケジュールや標準処理期間に
従って処理することが望ましい

※ 合併・分割・事業譲渡に伴う指定の場合、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認める場合は、既存事業所と同様の扱い

 ○ 応急的な報酬単価
対象サービスにおける平均収支差率や給付費に占める基本報酬の割合等を踏まえ、一定の収支差率を確保できる水準

となるよう、それぞれの基本報酬単価の特例を設ける。なお、受入れニーズが特に高い重度障害児者やサービスが不足し
ている地域については、一定の配慮を行うため、従前の報酬単価を適用する（詳細次ページ）。

２（３）応急的な報酬単価の特例

○ 障害福祉サービス等に係る総費用が増加し、また、人材確保が喫緊かつ重要な課題となっている中、一定の収支差率を
確保しつつ、事業所数や利用者数の伸びが継続している状況である。このため、サービスの質を担保しつつ、制度の持続
可能性を確保する観点から、新規事業所に限り、臨時応急的な見直しを実施する。

○ 収支差率が高く、かつ、事業所が急増しているサービス類型について、サービスの質を担保しつつ、制度の持続可能性を
確保する観点から、新規事業所に限り、令和９年度報酬改定までの間、応急的な報酬単価（一定程度引き下げた基本報
酬）を適用する。【告示改正・令和８年６月施行 】

概要 【就労継続支援Ｂ型、共同生活援助（介護サービス包括型・日中サービス支援型）、児童発達支援、放課後等デイサービス】

算定要件等
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 ○ 配慮措置として、以下の基本報酬については従前の報酬単価を適用する。

＜重度障害者への配慮＞

• 医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する利用者に係る基本報酬

• 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）、高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所に係る基本報酬

＜地域への配慮＞

• 離島・中山間地域（特別地域加算の対象地域）にある事業所に係る基本報酬

• 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所に係る基本報酬

✓ 公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所

✓ 自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所

算定要件等（配慮措置）

２（３）応急的な報酬単価の特例（就労継続支援Ｂ型）

○ 所定単位数の1000分の984に相当する単位数

単位数
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 ○ 配慮措置として、以下の基本報酬については従前の報酬単価を適用する。

＜重度障害者への配慮＞

• 重度障害者支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）、医療的ケア対応支援加算、医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する利用者に係る基本報

酬

• 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）、高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所に係る基本報酬

＜地域への配慮＞

• 離島・中山間地域（特別地域加算の対象地域）にある事業所に係る基本報酬

• 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所に係る基本報酬

✓ 公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所

✓ 自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所

２（３）応急的な報酬単価の特例（共同生活援助（介護サービス包括型・日中サービス支援型））

○ 所定単位数の1000分の972に相当する単位数

単位数

算定要件等（配慮措置）
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 ○ 配慮措置として、以下の基本報酬については従前の報酬単価を適用する。

＜重度障害児等への配慮＞

• 主として重症心身障害児を通わせる事業所に係る基本報酬

• 基本報酬医療的ケア区分（１～３）、強度行動障害児支援加算、人工内耳装用児支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）、視覚・聴覚・言

語機能障害児支援加算を算定する利用者に係る基本報酬

＜地域への配慮＞

• 離島・中山間地域（特別地域加算の対象地域）にある事業所に係る基本報酬

• 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所に係る基本報酬

✓ 公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所

✓ 自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所

２（３）応急的な報酬単価の特例（児童発達支援）

○ 所定単位数の1000分の988に相当する単位数

単位数

算定要件等（配慮措置）
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 ○ 配慮措置として、以下の基本報酬については従前の報酬単価を適用する。

＜重度障害児等への配慮＞

• 主として重症心身障害児を通わせる事業所に係る基本報酬

• 基本報酬医療的ケア区分（１～３）、強度行動障害児支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）、人工内耳装用児支援加算、視覚・聴覚・言

語機能障害児支援加算を算定する利用者に係る基本報酬

＜地域への配慮＞

• 離島・中山間地域（特別地域加算の対象地域）にある事業所に係る基本報酬

• 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所に係る基本報酬

✓ 公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所

✓ 自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所

２（３）応急的な報酬単価の特例（放課後等デイサービス）

○ 所定単位数の1000分の982に相当する単位数

単位数

算定要件等（配慮措置）
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直近の国の動向について











R7.12.8 社会保障審議会障害者部会（153回）・こども改定審議会障害児支援部会（第17回）合同会議資料一部抜粋



出典：令和８年度概算要求の概要（2025年9月1日）


